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■ 令和元年度 第 11 回 秋葉区自治協議会 

                日時：令和２年２月 28 日（金）午後１時 

                会場：小須戸まちづくりセンター 3階 多目的ホール 

１ 開会 

（金子会長） 

 皆さま、こんにちは。皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。大変お疲

れ様です。ここのところテレビをつけるとコロナのことばかりが流れていて、まだ幸い新

潟県内は感染者も出ていないということでそれほど心配し過ぎることはかえってよくない

のではと私は感じているところですが、お気をつけいただくにこしたことはございません

ので皆さまもお気をつけいただきつつ、またいろいろな催しに関わられている方がたくさ

んおられると思います。日々、頭を悩まされているのではないかと思いますけれども、な

ぜこんなにコロナというものに世の中が騒ぐのか我々も心がざわざわするのかということ

を皆さんも感じておられるのではないかと思うのですが、やはり見えないもの、得体の知

れないものとのつき合い方というのでしょうか、戦い方というのでしょうか、そういうも

のを相手にしたときに、とても人間は不安になるのです。そういうものにさらされてもど

っしりとしておられる方ももちろんいるのですけれども、やはり見えないものは怖いなと

いうことが多くの方の気持ちではないかと思います。 

 その考え方を少し発展させていくと、意外とまちづくりに対しても同じようなことが流

れているのではないかということを感じていまして、まちづくりというぼやっとしていて

見えないものはたくさんあるじゃないですか。今の社会はいろいろな危機が実は迫ってい

るのだけれども、目に見えないから漠然とした不安があると思うのです。若者が将来に対

して希望をあまり抱けないとか、いろいろな課題につながってくるところがありまして、

そういった意味では、なるべく我々としてはこんなふうな社会がいいのではないかとか、

こんなふうな秋葉区のまちづくりがいいのではないかということを見えるようにしていく

ということがけっこう大事なのかということに、私の頭の中でつながりました。 

 そういうことを思ってみたら、先日、自治協議会委員の研修会をさせていただいたので

すけれども、秋葉区の幸福度調査を来年度やるのだなと、ふとそこでまた結びつきました。

あれは考えてみたら、ぼやっとしているものを見えるようにする。秋葉区の幸せな姿とい

うのはどういうものだということがきちんと見えるようにするとか、裏返して、秋葉区が

直面している課題はどういうものかということが見えるようにするということなのだろう

ということを思いつきまして、それが一つコロナの際から学んだことなのかと感じていま
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す。多少、強引に結びつけましたけれども、見えないものを見えるようにするということ

を、ぜひ来年度は一つの具体的な目標として進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 お礼が遅れましたけれども、本日、小須戸コミュニティ協議会の、本当にまだ新しくき

れいなまちづくりセンターで開催させていただきまして、小須戸の皆さん、本当にありが

とうございます。皆さまから活動のご紹介をいただくわけですけれども、そういったもの

も参考にしながら、お互いの活動を改善していければと思っております。 

 本日は、マスコミの皆さまのＦＭ新津、新潟日報が取材の依頼をされております。本日

傍聴に来ていただいています小須戸第１自治会から自治会の広報紙に今回のこの会議を取

り上げてくださるということで、写真の掲載といったことの依頼もありますが、そういっ

た諸々の撮影、録画、録音等を許可してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

 異議がないようですので許可することにいたします。 

２ 小須戸地区の取組み紹介 

（金子会長） 

 次第に基づき進めさせていただきます。その前に小須戸まちづくりセンターを拠点とし

て活動されています小須戸コミュニティ協議会の佐藤委員よりごあいさつをいただき、続

いて、小須戸地区の取組みについてご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

（佐藤委員） 

 小須戸コミュニティ協議会の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。今日はよ

うこそ、小須戸まちづくりセンターにお出でいただきありがとうございます。ここの施設

は、このセンターと出張所と包括支援センターの三つが一体となった施設であります。し

たがって、まちづくりという名前にふさわしい施設ではないかと考えています。 

 これから、小須戸コミュニティ協議会について紹介させていただきます。お手元にお配

りしました資料をご覧いただきたいと思います。まず、小須戸コミュニティ協議会の設立

が、当時のほかのコミュニティ協議会と違うというあたりに私は注目しています。後ろか

ら１ページ目の左側のページに 10 年間の歩みが記載されておりますが、その一番上を私は

注目しているのであります。小須戸町時代のまだ合併前ですが、小須戸町の支援事業とし

てまち育て協議会があったそうです。コミュニティ協議会の設立に関して、まち育て協議

会になんとか中心になっていただいたそうであります。そこで、次が大事なのです。小須

戸地区は、昔から公民館活動が大変盛んでありました。この小さい地域に中央公民館があ
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りまして、そのほかに小須戸分館、横水分館、新保分館という分館が三つございました。

それぞれ、委員の方々が選出されてそれぞれの運営にあたっていたという経過がございま

す。その方々も含めて声をかけて、コミュニティ協議会の設立について相談してきたとい

うことであります。その方々がコミュニティ協議会の役員、または部員、部会に入ってい

ただいたということであります。聞くところによりますと、その当時の平均年齢が 40 代前

半だと聞いております。したがって、今のところ、当コミュニティ協議会は平均年齢はま

だ 60 歳いっていないのかと。だいぶメンバーも変わりましたが、けっこう若い人たちが中

心になってやってきたというようなところが小須戸コミュニティ協議会の大きな特徴かと

も考えられます。 

 では、活動についてご紹介させていただきます。当コミュニティ協議会の部会は防災部

会、防犯部会、福祉部会、環境・教育部会、健康スポーツ部会という５部会で構成されて

おります。そのほかに特別事業というものをやっております。これは 10 周年のときの資料

ですので、現在やっていないのが右下の「水と土の芸術祭」これは、昨年までやっていた

のですが、今年は中止しております。それから、防災フェスティバル。これについては、

補助金の関係もありますので、そうそう毎年やるわけにもいかないのでということで、今

は防災フェスティバルに代わったものを検討しております。こういう特別事業、そのほか

には敬老会というものがありますが、これらを特別事業として位置づけて、着々と活動を

続けているというところであります。その中で特に、今年度８月５日に行った環境・教育

部会が計画した子どもプロジェクトについて、これから少しご覧いただきたいと思います。 

（映像上映） 

 冒頭の紹介の部分だけだったのですけれども、このあとに子どもたちの発表に基づいた

ナレーションと主張が上映される予定であります。これについては、外の壁面を利用しま

して夜間上映して、一般の方々から見ていただいたというものになります。なお、私が一

番感銘を受けたのは、ナレーションはすべて部会員の方々ということで、部会員の方々が

子どもたちの資料を本当に読み込んで、自分で原稿を書いてそれをナレーションして上映

したという形でありますので、そこら辺も私にとってはすごく嬉しかったところでありま

す。残念ながら人数が思ったほど集まらなかったのですが、でも 150 人の方々から観覧し

ていただきました。子どもたちの思いが伝わる、それで我々住民の中からアクションが起

こるようなことを期待しているのでありますが、まだ今のところそこまではいっておりま

せん。 

 ほかの部会でもいろいろやっております。福祉部会で、ほっとカフェを毎週火曜日にや

っております。毎回、大体 30 人くらいの方が集まってきていただいております。スタッフ

の方々のお話を聞きますと、最初は参加を渋っていた方々が１回、２回と参加していくう
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ちにどんどん服装が変わるのだそうです。どんどんおしゃれになってくるということらし

いです。そういうふうな話も聞いております。スタッフの方々にはいつも感謝しておりま

す。 

 健康スポーツ部会の事業は、ボケ１卓球大会、スリッパ卓球です。これを毎年３月の頭

の日曜日にやっていたのですけれども、残念ながら今年は新型コロナウイルスの影響とい

うことで中止になっております。これについては主催は公民館でありますけれども、健康

スポーツ部会と協力してやっているという形になります。だんだん広まってきまして、昨

年は栃木から、今年は横浜からのエントリーがあったということで、全国的になってきて

おります。 

 防災部会では、今年はまちづくりセンター、小須戸小学校、小須戸中学校の３会場で防

災と言われる、コミュニティ協議会の全地域に呼びかけた防災訓練を行う予定で今、計画

しております。どんな形になるか分かりませんけれども、これから防災部会が中心になっ

て細かいところを練っていくのではないかと思います。一応 10 月４日にやる予定でありま

すので、もし皆さんご記憶になって、見てみようかという方にはいらっしゃっていただき

たいと思います。 

 防犯部会であります。日常的に見守り活動などをしているのでありますが、今年は子ど

もの見守りについて、自治会ともう少し力を合わせて強化をしていこうとなっております。

こういうところが、大きな各部会の活動の内容であります。 

 一番最後を見ていただきたいと思います。まず、一番上の町屋ギャラリー薩摩屋。これ

は薩摩屋企画委員会という部署が担当しているものでありますけれども、現在、在郷町小

須戸ひな・町屋めぐりを開催しております。今日現在で、来場者が 1,000 人を超えそうか

というところで、もう少し何とかならないかという気もありますけれども、大変好評いた

だいております。中には、先週の土曜日、新聞に載った直後に西区、魚沼市、燕市からど

んどん問い合わせがありまして、大変たくさんの方からお出でいただいております。特に

今年は、手作りのお雛様を飾ってあります。約 30 年かけて作ったもの。これは見物です。

明日、明後日と開催しておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。駐車

場は第四銀行と郵便局で、こちらは停めることが可能ですので、ぜひ大勢の方に来ていた

だきたいと考えております。 

 それから、敬老会であります。これは毎年１回開催しておるのですけれども、大体 160

人前後の参加者となっています。今年は 80 歳以上の方が４名でしょうか。それから、一番

多いのは、やはり 75 歳以上の方です。そこら辺が 50 パーセントくらいを占めているとい

うような状況となっております。 

 それから、クリーン作戦。これは秋葉区全体のクリーン作戦の日に合わせて、小須戸は
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残念ながら各育成協というような組織がございませんので、各自治会に任せているのです

けれども、この日だけは河川公園、信濃川の公園がありますが、そこに行くといつも粗大

ごみ等を収集しております。特に中学生の参加とご協力をいただきまして、大変大勢の参

加になっております。ただ、やっていてやはりいいと思うのは、いわゆる大水がないので、

大きなごみがだんだん減っているということ。それから、やはり不法投棄がだんだん少な

くなっていくということ。やはり、継続してきれいにすることによって、そういう防止力

になっているのかということを感じております。 

 以上が小須戸コミュニティ協議会の活動の内容になります。あと、今日見ていただいた

ＤＶＤ、それから今、ユーチューブに今回の薩摩屋に展示してある手作りお雛様の映像が

アップされているかと思います。これらにつきましては、新潟ロードマップという組織が

あるのですけれども、その方々のご協力によってやっているわけであります。その方々が

中心になって、また我々も参加させていただいているのですけれども、小須戸アーカイブ

スという組織が立ち上がっております。これは、どんな組織かといいますと、今、古い写

真とか資料とかそういうものはなくなるのを待っているしかないというような状況である

ということで、その方々が中心になって小須戸町時代、現在もそうですけれども、それら

の資料を収集してデジタル化して残していこうという活動をやっていただいております。

その方々と協力して、これからなくしてはいけないものを収集することはもちろんであり

ますけれども、これから残していかなければいけないというものについても、画像や映像

だけではなく、いわゆる動画にして残してそれを管理して、それをいつでもまた活用でき

るような状況にしていこうということで活動しているところであります。これについては

なかなか難しいところがありまして、特に行政関係の資料、例えば公民館とか、先ほど公

民館活動が大変活発だというお話をさせていただきましたが、その公民館が所有していた

膨大な資料についてもほぼデジタル化することができたのでありますが、それ以外の行政

が管理しているものについてはまた区と相談させていただいて、資料の収集にもご協力い

ただければと考えております。 

 大変雑ぱくでありますけれども、小須戸コミュニティ協議会の紹介を終らせていただき

ます。ありがとうございました。 

（金子会長） 

 佐藤委員ありがとうございました。長谷川委員も映像の中でのご出演ありがとうござい

ました。皆さんも感じられたと思いますけれども、実に先進的な取組みかと思っておりま

す。早い時期からさまざまな活動に取りかかっていて、幅広く、しかも細やかな活動を展

開されていて、すごいパワーだと思いながらご報告をお伺いしておりました。小須戸の非

常に大きな盛り上がりはどういうところからくるのかということを思うのですけれども、
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やはり地域固有の資源にしっかりと光を当ててそれを活かすといったところに、早いうち

から取り組んでいるというところが大きなポイントなのかと思っています。具体的にいえ

ば、町屋であったりとか模型というものであったり、地域らしいものというのはすごく上

手にクローズアップして、そこに共感を集めているというところが小須戸の皆さんの素晴

らしい活動のエネルギーの源であり、このように成功した所以なのかと感じながらお聞き

しました。本当にありがとうございます。 

３ 新型コロナウイルス感染症について 

（会長） 

 先ほども申しましたが、コロナですが、また、昨日安倍総理が非常に大きな方針を打ち

出しまして、そこに関しまして夏目区長から区や市の対応について今、分かっている範囲

のことをご報告いただければと思いますので、区長、願いします。 

（区 長） 

 皆さん、こんにちは。区長の夏目でございます。本日は、小須戸地域におきまして、自

治協議会の開催をお引き受けいただきまして誠にありがとうございます。コロナウイルス

につきまして説明させていただきます。 

 皆さまのお手元に届いています資料が３種類ございまして、まずはそのうちのイベント

の開催に関する国民の皆さまにメッセージというものをお願いしたいと思います。新型コ

ロナウイルスにつきましては、現時点におきましては新潟県内の感染者という報告はござ

いませんけれども、今回このように２月 26 日の段階で政府対策本部で安倍総理が、この一、

二週間が極めて重要であると。全国から多数の方が集まるようなスポーツやイベントにつ

いてはそのリスクを勘案して１週間中止、延期または縮小ということを要請しております。

また、昨日の夕方になりますが、急遽総理から全国の公立小中学校、高校の一斉休校要請

も別途に出ているという状況であります。 

 昨日の午前の段階になりますけれども、政府対策本部のメッセージを基にしまして、新

潟市役所において連絡調整会議を行いました。その中で交わされている情報とそれに関連

する区の判断についてお伝えしております。 

 新潟県内におきましては少し早い段階で３月 14 日、15 日の新潟酒の陣、また 15 日のビ

ッグスワンハーフマラソンと大規模なイベントの中止がすでに決定しているほか、地域で

行われている催し物につきましても中止の報道も出ております。本土に見ます全国での感

染の推移ですとか、また今回の政府の強い方針を受けての市の方針としましては、次のペ

ージの表のとおり、中高年齢層を対象とします地域の茶の間、老人憩いの家、老人福祉セ

ンター、認知症カフェといったものについては３月１日から 16 日まで休業、または休業の
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依頼を行うということ。また、このほかにも小中学校の修学旅行の延期などが順次決定し

ていくと思います。学校休校の件につきましては、のちほどまた栗田所長から説明をして

いきたいと思います。 

 県内で発生していないという段階におきましては、一律の中止を新潟市で行わないとい

う基本方針は現在堅持しておりますけれども、そもそもが一律の基準以外によって施設運

営や催し物を中止などの判断をすることは非常に難しいわけでございます。それでも、そ

れぞれの管理者、主催者の判断で適切な内容を行わなければいけないわけです。今回、政

府の方針で強調されているこの２週間という点を明らかに強調されているわけですので、

それを踏まえながら感染者の増加速度の抑制による流行の規模の抑制や、また重症者の発

生の未然防止、社会経済への影響の最小限化ということを勘案しますと、秋葉区としまし

て、区で主催をしている概ね２週間以内のイベントをこの表の形式でまとめてみたという

ところが検討の始まりでございます。 

 秋葉区内で行われるものには主催、または関連団体との共催や、また団体のみの主催と

いったものも多くあるわけですけれども、いずれも対象者が異なりますけれども、区の主

催をするもの、この表ですと、健康福祉課なり産業振興課という課の名前になっているも

のについては、これは私どもの判断によって中止ということを報告させていただきました。

この資料のタイトルのところに中止を予定しているというように強い言い方で書いてあり

ますが、主催者の皆さんというのはこの表にあるとおりさまざまでございまして、実行委

員会形式や社会福祉協議会、裏面にいきますと皆さんの秋葉区自治協議会で深くかかわり

取材をしてくださる催しもこの表の中に入ってしまっております。これにつきましては、

区が決定をするということはございませんので大変失礼申し上げました。私どもの趣旨を

説明いたしまして、相応の対応をご判断いただくというもので、参考掲載としてご覧いた

だきたいと思います。 

 私どもの区の主催イベントの中止の判断理由につきましては、いずれにつきましても概

ね 2 週間以内に行われるというものであることが大事です。また、この期間中に義務的に

実施を行わなければならないという必要なものではなくて、また参加者も大小というもの

はございますけれども、それにもかかわらず、抵抗力、免疫力に若干不安が生じ始める年

齢層の方々や、また子どもたちが多く参加するもの、また屋内の施設やバスの車中で一定

の時間を共有する際に手すりですとか、配布物の受け渡しなどで接触機会が複数にわたり

行われるというものであることから、やむを得なく判断するものです。感染対策を実施、

徹底すると。また、マスクの配布ですとかアルコール消毒液のまめな供給のうえで実施を

するということももちろん考えておりましたけれども、そういった物品の供給不足がかな

り深刻化しておりまして、新たに入手ができないという状況が続いております。なお、時
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間を要する可能性もございますので、準備にかかわる方、また参加を楽しみにされている

方々には大変ご迷惑をおかけしますけれども、周知をしっかりと行いまして、混乱のない

ようご判断したいと思います。なお、今後は状況の変化によりまして、対応の変更があり

得ますので、情報の推移には注目いただきまして、皆さま方からもご協力をお願いできれ

ばと思います。 

（秋葉区教育支援センター所長） 

 秋葉区教育支援センターの栗田です。昨日の安倍総理大臣の発言を受けまして、文部科

学省から本日、各市町村に通知が入りました。新潟市での対応についてご説明させていた

だきますが、これは市町村によって対応が若干異なりますので、飽くまでも新潟市、それ

から公立小中学校、高等学校です。新潟市には市立幼稚園もありますので、幼稚園を含め

ての対応。ただし、正確には本日の午後に通知が各学校、マスコミに向けて発信されます

ので、ここでは概要だけ簡単にお話をさせていただきます。 

 はじめに、臨時休業期間につきましては本日で終業となりまして、来週３月２日から春

休みまでの間休業となります。休業期間中の子どもたちの過ごし方につきましてご心配を

されると思いますが、原則自宅で過ごすことになります。そのように働きかけるというこ

とです。子どもたちは、学童保育、ひまわりクラブ、放課後デイサービス等を利用してい

るお子さんもいますが、その利用が困難なお子さん、幼稚園児、小学校１年生から３年生、

特別支援学校、特別支援学級に通っている子どもでそのような学童保育、ひまわりクラブ、

放課後デイサービスを利用していないお子さんで、さらに自宅で過ごすことが困難なお子

さんについては学校で預かることができます。 

 続きまして、修学旅行につきましては、資料では３月の新津第五中学校の修学旅行の延

期について書いてありますが、さらに４月、５月の実施予定の学校の修学旅行も延期とな

ります。秋葉区全中学校の修学旅行が該当します。小学校では、まだ来年度確認できてお

りません。運動会が終わった、おそらく６月くらいになりますので、まだその対象にはな

っていないということです。 

 卒業式、卒園式、修了式につきましては、時間の短縮や参加人数を最小限に、例えば来

賓をご遠慮いただくというような各学校の工夫、裁量が、ここに書いておきますけれども、

ご家庭の手洗いや咳エチケットを継続していただき、アルコール消毒等工夫しながら、そ

れぞれの学校で対応をして開催するということになっております。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。ただいまの新型コロナウイルスに関する夏目区長と栗田所長

からの報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。 

（羽生委員） 
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 社会福祉協議会の羽生です。一つ、教育委員会とは関係ないかもしれませんけれども、

学童保育の取り扱いについてどういうふうになるのか教えていただきたいです。先ほど、

学童保育等に行けない低学年の子については学校で引き受けていただけるという話でした

けれども、学童保育に行っている子は学童保育に行ってもらう。ただ、学童保育もこうい

う状況だと、夏休みとか休みの期間での対応をしてもらうという形になるわけでしょうか。

一つ気になるのは基本的には安倍総理がそう言っているからでしょうけれども、今回休校

にするというのは子どもたちの新型コロナウイルスへの感染を防ぐという目的で休校にす

ると。ただ、休校になったから学童保育に行く子は学童保育へ行くということになると、

教室より環境がほとんど悪いですよね。教室に比べると感染の危険性が高い。すべてがそ

うではないのでしょうけれども、概して教室よりも狭いといいますか。そういう環境にあ

る。だから、国で休校してくれ、ただ学童保育は平常どおりお願いということ自体がおか

しいと思うのです。それに即してやるとなると、その辺の環境的な面で本来の目的とは違

うような方向になるのではないかという危惧はあるのです。答えていただく方はさすがに

ないかもしれないけれども、とりあえずそんな感じがするということだけを言っておきた

いと思います。 

（金子会長） 

 そうですね。むしろ、皆さんで知恵を出し合ったほうがいいようなことかも分かりませ

んが、その辺認識とか教えていただければ思います。 

（健康福祉課長） 

 健康福祉課の明間でございます。学童保育については基本的には実施という方向で調整

がされているところです。今現在、指定管理者なり、学童保育の実施主体と本課で調整を

進めている最中というところまで話を伺っております。けれども、放課後だけではなくて、

今委員がおっしゃられたとおり、夏休み等の長期休みの体制で実施をするということで、

スタッフの確保等も必要になってくるというところで人員調整等やっていかなければいけ

ないという部分で、現在調整にあたっているというところです。 

 確かに、感染の危険性というところで学校より危険ではというのは、その部分は否めな

いところだと思っております。ですので、こちらとしては換気を十分行うとか手洗い、う

がいを励行してもらうとかというところの感染予防に努めていただけるような周知を図っ

ていくということになろうかと思っております。学校が休みだから一緒に休むという考え

もあるのかもしれませんけれども、今、共働き家庭で学童を利用されている方については

学校が休みだからそのまま家に置いてということは困難な状況だと思いますので、こちら

としては感染症予防ということでお話を進めていきたいと考えております。 

（島倉委員） 
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 公募の島倉です。ただいま、羽生委員が言われたとおりだと思うのですけれども、本当

に学童は１年生から６年生までですよね。人数は多いですよね。本当に狭いところにぎゅ

うぎゅう詰めである状態を、私もうかがったことがあるのですけれども、本当にすごい密

度を目の当たりにしました。 

 それで、学童に行っていない人については学校で預かるということですよね。そこら辺

の体制とかいろいろ、保護者の希望もきちんと情報を聞きながら取り組んでいかれるので

すね。 

（秋葉区教育支援センター所長） 

 今回、４年生から５年、６年生までの児童に関しては基本的に自宅で過ごすということ

になっておりまして、１年生から３年生の中でさらに自宅で過ごすことが困難な児童で学

童クラブに最初から入っている児童はそちらを利用できます。また、細かい情報とか状況

につきましては今後もまた状況を見ながら進めていくしかないのかと今の段階では考えて

おります。 

（島倉委員） 

 冬の時期でもありますし、ストーブとか火の問題もあるし、学年が高くてもその子によ

ってはいろいろ状況が違うと思うので、そこら辺学年ですっぱり分けるのもどうかなんて

思いますが、意見です。 

（金子会長） 

 その辺も詳しくは本日の午後決定するという部分もあるのですよね。どうなのでしょう、

今の話。一律４年生以上は使えないなんてそんな結論になるのでしょうか。それとも、原

則というくらいの、そのあたりもまだはっきりとは言えないような状況なのでしょうか。

どうなのでしょうか。 

（秋葉区教育支援センター所長） 

 今の段階では、はっきりと申し上げられない部分もありますけれども、またそのような

状況を、今後いろいろな状況がまたさらに出てくると思うのです。そのあたり、また今後、

教育委員会でも考えて指示が出てくると思っています。 

（小林委員） 

 中央コミュニティ協議会の小林です。どこに質問したらいいか分からないのですけれど

も、今、日本での蔓延というのが関東とか関西、北海道、そういったところが中心ですが、

新潟県は幸いにしてまだ出ていませんけれども、出始めたときに今の検査体制だと陽性か

陰性かの試験を医院で受けられないというか、相当あとにならないと検査をしてもらえな

いというような状況らしいのですが、具合が悪くなっても自分が新型コロナウイルスに感

染しているのか、していないのかということを知らないことがかえって非常にパニックを
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起こす原因にもなると思うので、新潟市では、ある程度希望者に検査できるような体制に

持っていこうというような意向というのはあるのでしょうか。ひょっとすると、県のレベ

ルなのかもしれませんけれども、分かる段階でけっこうですが、区長にひとつよろしくお

願いします。 

（金子会長） 

 本当に、分かる範囲でということでしかお答えはいただけない事情は分かりますが、ど

うでしょう。その辺の検査体制は。 

（区 長） 

 新聞報道などでは、検査体制そのものを保険適用するかどうかということで出ています

が、私どもが言えますのは、現在の体制としては感染を疑う方からは帰国者接触者相談セ

ンターというものを各県においてありまして、24 時間受付をしています。そこで相談をし

ないで医療機関を受診するということは基本的には避けていただいて、十分な医療体制が

整う中でまた、それ以外の疾病の皆さんの医療も確保しながらも、並行した形でのサーベ

イランスということで現在進んでいますので、そこは掲示をしていく必要があると思いま

す。ただ、状況が大きく変わり得るものではあると思っていますので、それは皆さんも情

報収集にご配慮をいただければという思いでございます。 

（齋藤委員） 

 金津コミュニティ協議会の齋藤です。この今の事態、私も今まで生きてきて始めての経

験ですが、非常に大変な時期だと考えております。新型コロナウイルスの感染症に関して

休止する施設、中止あるいは延期を予定しているイベントという先ほどのご説明がありま

したけれども、この中で休止の依頼という項目がここにあるのですが、休止をしていただ

きたいという依頼文を出してあるわけですか。それと、その中で、地域の茶の間が 71 か所

あるということで、地域の茶の間を利用している人は約七、八百人から 1,000 人くらいい

るのではないかと私は思うのですけれども、この方々はほとんど高齢者だと理解しており

ますが、この方々に対する依頼文書といいますか、代表者の方に依頼文書として、それを

イベントを実施するか否かはその対象者の方で判断していただくと。そういう理解でよろ

しいですか。 

（健康福祉課長） 

 休止依頼という部分につきましては、この表にありますモデルハウスのだんだん・嶋岡

についてはこちらからお話をしております。認知症カフェについても、秋葉区では１か所、

毎月１回ということで実施をしておりますが、こちらも休止ということになっています。

あと、地域の茶の間につきましては、地域包括ケア推進課から社会福祉協議会を通してそ

れぞれのところに休止の依頼ということで文書が出ております。ですので、それぞれのと
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ころで判断をいただくということにはなりますが、文書に目的等も書かれており、高齢者

の集まる場所、不特定多数で集まる場所ということで、協力依頼をしているところでござ

います。 

（齋藤委員） 

 そういうことで手を打ってあるということであれば、それで結構だと思うのですけれど

も、そのほかに、民間のデイサービスセンターとかそういうところにも地域の茶の間を代

表して慰問にいったりとかそういった方々もおられるのですけれども、そういった民間の

高齢者施設等にも同じような文章や注意喚起するような文書が行政から出ていると理解し

てよろしいですか。 

（健康福祉課長） 

 介護保険施設については、今、休止という形で出した部分については、どなたでも来て

いいですよというか、不特定多数の方からお出でいただくという部分について休止という

形で出しておりますが、介護保険関係のサービスはまた一つ違う分野ということで、感染

症予防についてはそれぞれの施設についてほかから注意喚起をしているところですが、今

この段階でサービス利用を制限しますとかやめますというところにはまだ至っていない状

況でございます。 

（松田委員） 

 新関の松田と申します。金津の齋藤さんに関連しまして１点お聞きといいますか、考え

方をお聞かせ願いたいと思います。地域の茶の間が高齢者施設という括りで休止依頼をか

けられていますが、そこで、具体的に難しいのでありますけれども、コミュニティセンタ

ーを利用されている高齢者の団体。今日も朝に自ら延期をされたという団体があったので

すけれども、私どもコミュニティセンターを受託させてもらっている立場の受け止め方と

して、各高齢者に準ずるようなところの受け止めはどのようにしたらよいか、その辺をお

聞かせ願えればと思います。 

（区 長） 

 今回、この一連のものについては基本的には市が主催ですとか関与、補助等を出してい

るところということで、やめます、もしくは依頼をするというものなのですが、そのほか

の民間の方々の活動についてはそれぞれ主催者の方が判断するということをとっていただ

くことになっておりますので、市でやめるべきだとかというようなことは言わないという

ことにしています。飽くまでも主催者の判断です。 

（金子会長） 

 これは、本当に誤解すると怖いことになると思うのですけれども、昨日確かに安倍総理

は非常にドラスティックな方針を打ち出しましたけれども、これは決して人が集まっては
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ならないということを言っているのではないのです。しかも、今回リストに載っているの

は飽くまでも自治体が主催者の中に絡んで行われているもので、自治体の判断として取り

やめたほうがいいのではないかということをリスト化しているだけであって、決して民間

に押しつけるなんてことはだれも言っていないわけです。民間も要請が一部分には来てい

るのですけれども、それを見ると多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベン

トだけなのです。それ以外をやめてくれなんてことを安倍総理は一言も言っていないわけ

であって、人の集まることを禁止してしまうと本当に社会活動がストップしてしまいます。

そういう極端な触れ方ということは必ずしてはいけないことなのかと思っていますので、

その辺のところを我々秋葉区自治協議会も民間の人間で構成されている団体のその辺の意

識を共有したほうがよろしいのではないかと私は個人的に思っております。そんな解釈で

間違いないですね。ありがとうございます。 

（宮腰委員） 

 支え合いのしくみづくり推進員の宮腰でございます。質問ではなく、私からお知らせを

させていただきたいと思います。今ほど配られました表の３番目になりますが、前回チラ

シを配付させていただきました、地域福祉実践報告会が３月３日に開催される予定でござ

いまして、申し込みも多数いただいているところではあるのですが、やはり感染拡大防止

の観点から中止させていただくことになりました。お申し込みいただいた皆さまには本当

に残念で申し訳ないのですけれども、ご了承いただけたらと思います。 

（金子会長） 

 また、落ち着いたころにぜひとも充実したイベントを開催していただきたいと思います。 

 やはり、このテーマは関心が高くて、もう１時間くらいやっているわけですけれどもい

かがでしょうか。ほかに何かどうしてもという方はいらっしゃいますか。なければ、次第

に沿って進めさせていただきたいと思います。 

４ 議事 

（１）新津地区市民会館の廃止に係る意見の提出について 

（金子会長） 

 では、次第（１）新津地区市民会館の廃止に係る意見の提出についてということで、資

料１をご覧ください。これは私の名前で区に提出をさせていただいたものですけれども、

前回の定例会で皆さんから様々なご意見をいただきまして、このような形で取りまとめさ

せていただきました。 

まず、ポイントしては新津地区市民会館がもう開館から 50 年近くが過ぎて、その役割を

十分に果たしてきたということと、これ以上維持するということは維持経費の増大という
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面を見極めなければならないということです。そういったところから、地区市民会館の廃

止の方針は妥当なものということでお伝えしてあります。ただしということで、そこに書

いてあります１、２、３に留意をしながら、区民活動の振興に尽力いただきたいというこ

とで出しました。 

一つ目、代替となる公共施設の利用促進ということが皆さまのご意見として強く挙がっ

ていましたので、そのための措置を講じていただくことと、二つ目、食堂や子育て支援セ

ンター、料金体系が非常に利用しやすいものだったということで、当会館により提供され

てきた利便性の維持に十分な配慮を行ってほしいという点です。三つ目、廃止に際しては

現在、当会館を利用している団体やサークルに対し、その趣旨と代替機能に関して丁寧な

説明を行ってくださいということを、これは２月 14 日の日付で、この日実は自治協議会の

運営会議を開いて、これでいきましょうということで決めたわけですけれども、こういう

形で提出をさせていただきましたので、ご報告をさせていただきます。 

これにつきまして、何かご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。

では、次第（１）はこれにて終了させていただきます。 

（２）令和２年度当初予算事業について 

（金子会長） 

 続きまして、次第（２）令和２年度当初予算事業について、こちらは地域総務課の小野

課長から説明をお願いいたします。 

（地域総務課長） 

 それでは、資料２－１をご覧ください。令和２年度の秋葉区の当初予算事業についての

説明となります。１ページ目をお開きいただきたいと思います。なお、この予算につきま

しては、現在開会中の２月市議会の定例会において審議を行っている段階でございますの

で、予算案ということでご説明等させていただきます。 

 １ページ目が予算の総括表になります。先に下段の歳出から説明をさせていただきます。

歳出額は 27 億 8,101 万 6,000 円で対前年度比で 6,362 万 6,000 円、2.3 パーセント増とな

っております。増額の主な原因といたしましては、総務費のうち人件費において 3,300 万

円あまり増となっている。あとでご説明いたしますが、土砂災害地域防災行政無線の整備

で 2,200 万円の増。それから、寄付金をいただくのですが、寄付金を財源に地域振興、環

境に使う経費が 600 万円増。民生費におきましては、子育て支援センター新津育ちの森の

移転整備にかかる費用が 460 万円の増を考えております。なお、減の部分ですが、昨年度

に林道小口秋葉線の復旧工事が完了したことで農林水産業費は下がっているという状況で

す。 
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 次に、上段の歳入です。歳入は３億 4,897 万 1,000 円で対前年度比 5,311 万 7,000 円、

18 パーセント増となっております。歳入増の主な要因としましては、公設老人デイサービ

スセンターを売却、越後天然ガス株式会社から低炭素化事業推進寄付金として 600 万円増

となっております。また、市債のところで防災無線の整備、子育て支援センターの整備、

道路供用整備に係る部分で、市債が 3,100 万円ほど増となっております。 

 ２ページ以降は事業説明書になります。２ページから７ページにつきましては、秋葉区

の特色ある区づくり事業になりますが、令和２年度におきましては自治協議会提案事業を

含めまして全体で 17 事業、そのうち新規およびリニューアル新規が７、継続事業が 10 事

業となっております。区役所企画事業の 16 事業につきましては、これまでの自治協議会の

中で説明させていただきましたので、本日は省略させていただきたいと思います。 

 次に、８ページをご覧ください。特色ある区づくり事業以外の秋葉区の主な事業となり

ます。一つ目が、土砂災害地域防災行政無線整備事業です。秋葉区には多くの土砂災害が

想定される地域がございます。緊急時に避難情報を確実に伝達し、市民が迅速に避難でき

るよう同報無線、現在、山の手地区と金津地区に合わせて３本整備しておりますが、新た

にもう３本金津地区に整備いたします。二つ目の、新津育ちの森移転整備事業につきまし

ては、老朽化の著しい子育て支援センター「育ちの森」についての移転整備に向けて来年

度は設計を行いたいと思います。移転先につきましては今後詳細に検討していくというこ

とで考えております。以上が令和２年度の秋葉区の当初予算の主な事業となります。 

 続いて、別紙２－２、１ページ、２ページ目につきましては本庁の担当課の配当予算に

おける秋葉区に関連する事業の予算となっておりますので、参考にご覧いただきたいと思

います。 

 また、３ページ、４ページにつきましては下水道事業会計における秋葉区関連事業にな

りますので、このあと秋葉下水道分室の細貝室長より、また、５ページにつきましては、

教育委員会施設課の所管になりますので、教育支援センターの栗田所長より引き続き説明

させていただきたいと思います。  

（秋葉下水道分室室長） 

 それでは、下水道事業会計における秋葉区での事業について説明いたします。３ページ

をご覧ください。令和２年度は公共下水道の整備といたしまして、６億 2,158 万 2,000 円

となっております。事業の内容といたしましては、下水道施設の改築、浸水対策の推進、

下水道施設の地震対策、下水道処理区域の拡大、市浄化槽整備事業です。初めの下水道施

設の改築です。これはストックマネジメントにより、中部排水区で下水道管渠の改築工事

を約 180 メートル実施するほか、老朽化したマンホール蓋の取替、マンホールポンプの更

新を行います。 



 - 16 -

 浸水対策推進につきましては、小須戸地区旧公民館跡地に整備を進めておりました小須

戸雨水調整池がこの３月で竣工することに伴い、埋め戻しました調整池上部の舗装を行い

ます。これにより調整地整備はすべて完了し、梅雨末期の豪雨に対しまして貯留効果を発

揮し、浸水被害の軽減につながると考えております。そのほか、建設課の担当になります

けれども、浸水対策排水施設整備として道路側溝の整備および背割排水路の整備を行いま

す。 

 次に、下水道施設の地震対策です。重要な管渠の耐震化を図るもので、荻川地区、阿賀

浦地区、小須戸地区の避難所からの排水を受ける菅渠の耐震化を実施します。 

 続きまして、４ページをご覧ください。下水道処理区域の拡大といたしまして、蕨曽根、

市新地内などで汚水管渠の整備を約 450 メートル行うほか、下水道処理区域での公共水汚

桝の新設を行います。なお、秋葉区の下水道普及率は平成 30 年度末で 96.3 パーセントと

なっております。 

 最後に、市浄化槽整備事業です。この事業は指定区域において、市が合併浄化槽を設置

するとともに維持管理を行うもので、下水道の整備に代えて、効率的な生活排水処理を推

進していくものです。予算は設置申請に基づき、随時再配当されます。 

（秋葉区教育支援センター所長） 

 続きまして、教育委員会施設課関連事業になります。５ページをご覧ください。大規模

改造事業ということで、今年度、秋葉区では二小、三小、結小学校、五中の４校で大規模

改修が行われます。それから、老朽校舎と改修事業といたしまして、小須戸小学校で受変

電設備更新工事が行われます。これが令和２年度の事業になります。 

 今年度、２月補正予算での工事になりますが、トイレ改修工事としまして小須戸小学校、

第五中学校の２校、校内通信ネットワーク整備事業は全ての小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校で整備されます。ということで、全秋葉区小学校、中学校で行われます。 

 失礼いたしました。令和２年度の教育委員会施設課の大規模改造事業は設計の段階です

ので、設計の事業ということでご理解ください。 

（金子会長） 

 よろしいでしょうか。では、ただいまの件につきましてご質問、ご意見等ございました

らお願いします。 

（田中委員） 

 満日コミュニティ協議会の田中と申します。令和２年度の予算事業説明の中で、秋葉区

の土砂災害地域の防災行政無線整備事業ということが新規で書いてありますけれども、土

砂災害について想定されるところで、確かに緊急時に避難情報を確実に伝達することは大

変大切なことだと思います。その中で、今年度予算についてではありませんが、関連する
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ことで質問をさせていただきたいです。水害について、やはり私は河川の近くにおります

ので、水害について同じように緊急時に避難情報等を伝達するような無線設備とかそうい

うものは必要と考えているのか。あるいは現にあるのか。その辺のところを質問してみた

いと思います。 

（地域総務課長） 

 河川につきましては、今のところ全市内の計画がないということです。それにつきまし

ては、河川については早め早めの想定ができるということも一つ要因だと思いますが、現

在のところは河川についての防災無線という計画は市内ではないということです。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。ないようでしたら、以上をもちまし

て、次第（２）令和２年度当初予算事業についてを終わらせていただきます。 

（３）秋葉区生活交通改善プランの改定について 

（金子会長） 

 次第（３）秋葉区生活交通改善プランの改定についてということで、地域総務課の小野

課長より説明をお願いいたします。 

（地域総務課長） 

 資料３をご覧ください。まず、秋葉区生活交通改善プランとは何かというところからご

説明させていただきます。だれもが移動しやすい持続可能な交通環境の実現に向け、秋葉

区公共交通検討会議がございますが、この会議において検討を重ねて作ってきたものでご

ざいます。現行のプランは平成 27 年３月に策定し、その現行プランの期間が今年の３月ま

でとなっていることから第２部会の皆さまから様々なご意見を頂戴しながら現行プランの

評価や秋葉区の現状と課題を洗い出しなどの策定作業を進めてきました。この度、秋葉区

公共交通検討会議および第２部会において、今日お配りしております改定プランが容認さ

れましたので皆さまにお示しいたします。 

 資料 17 ページをご覧ください。改定プランでは秋葉区の現状やこれまでの取組みや評価

を踏まえ、今後取り組んでいく課題を三つに整理いたしました。17 ページにある三つを課

題としております。これらの課題に対しまして、19 ページに記載しております解決の基本

方針としまして、公共交通空白区域の解消、公共交通機関の結節点の強化・利便性向上、

地域や関係団体との連携・協力体制の構築、この３本を基本方針とし、21 ページの交通施

策のとおり、課題解決に向けて取り組んでいきたいと思っております。詳細についてはの

ちほどご覧いただきたいと思っております。 

 また、事業の実施にあたっては、第２部会の皆さまから引き続きご協力いただきたいと
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思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。本当にこちらのテーマでもさまざまなご意見が出てくるもの

かと思いますが、それを本題に盛り込みつつ、多分膨大な資料にまとめてくださっていま

す。いかがでしょうか。大まかな方針について説明いただきましたが、ご意見やご質問等

がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。この取組みに関しては、具体的に

どうしていくかということはまた今後、この会議をやるとか部会の議論の中で細かい意見

交換が可能かと思いますので、引き続き皆さんからも関心を持っていただきたいと思いま

す。特にないようでしたら、これで次第（３）秋葉区生活交通改善プランの改定について

終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（４）旧満日小学校の民間活用について 

（金子会長） 

 続きまして、次第（４）旧満日小学校の民間活用について、こちらも地域総務課の小野

課長よりご報告をお願いいたします。 

（地域総務課長） 

 資料４になります。旧満日小学校の公募型プロポーザル方式という民間活用（貸付）に

ついてでございます。平成 29 年３月に廃校となりました旧満日小学校ですが、昨年７月に

校舎、体育館、グラウンドなどの敷地全体を１億 7,000 万円あまりで売却の公募をいたし

ましたが購入希望者がいませんでしたので、売却によるニーズは低いと判断し、このたび

公募貸付による活動を図るものです。 

２の貸付物件をご覧ください。建物として貸し付けるのは校舎棟のみとなっております。

米印にありますが、体育館およびグランドの一部は満日コミュニティ協議会へ無償貸付を

しておりますので、今回は公募貸付からは除いております。また、プールも活用見込みが

低いことから、貸付対象からは除いております。 

３、民間事業者の選定方法です。これにつきましては、貸付先の選定方法は民間事業者

より活用方法を提案してもらいまして、その内容を評価に加えプロポーザル方式で決定し

ていきます。 

４、活用における主な遵守事項でございます。二つ条件をつけて、公募しております。

一つ目は、区の施策と地域の方々の要望から設定しました構想に基づきまして、福祉をテ

ーマとしたものとすること。そして、二つ目は貸付をする校舎の２階および３階について

市と借り受ける方との協定を締結し、災害時に一次避難所としての利用を想定し、地域防

災拠点としての役割を継続するもの、この２点を条件としております。 
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６、貸付予定額でございますが、最低価格年額は約 20 万円としております。 

７、貸付期間です。基本は５年としますが、事業提案により最長５年延長し合計 10 年の

貸付期間を考えております。 

 最後の、９、公募スケジュールです。９月 17 日から公募を始めております。３月 19 日

までを締切としております。５月中旬にプレゼンテーションおよびヒアリング審査を実施

し、最優秀提案者を決定して仮契約を締結すると。ただ、満日小学校につきましては国庫

補助金を利用して建設しておりますので、貸付にあたっては文部科学省の承認が必要とな

ります。文部科学省の承認後に本契約に移行し、９月上旬頃から実際に事業を開始してい

ただければと思っております。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。ご報告ということで、実際にこのようなことで動き始めてい

るということでよろしいでしょうか。その辺も踏まえまして、何かご質問やご意見等ござ

いましたらお願いいたします。 

（田中委員） 

 満日コミュニティ協議会の田中です。旧満日小学校については、売却希望がなかったと

いうことで大変残念ではございます。これから公募をするにあたって貸付ということでま

た１段階別の方向で進むということでございます。それで本当に公募される方が出てくる

ことをすごく望んでおります。 

 これは検討段階から言われているところですけれども、小学校ですので設備の条件が福

祉関係になかなか向かない。例えば、エレベーターがないとか。障がいを持っている方と

か高齢の方は大変足腰が弱いです。そういう方が利用するわけですから、なかなか条件的

には厳しい面があるのかと感じております。ぜひともここに公募される方を本当に地域と

して望んでおりますので、ここにいる皆さんももしそういう話があるということで、ぜひ

ともお近くにそういう方がおられるようでしたら、声がけなどをしていただきたいと思い

ます。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。たしか福祉目的だとか防災拠点としての活動というのは、住民

の皆さんのご意見として取り入れられているものなので、あまりにも利用者が見つからな

いようだったら、もう１回住民の意見をまとめ直すというプロセスもあってもいいのかも

しれませんね。 

 今の点につきまして、区からコメントは何かございますでしょうか。 

（地域総務課長） 

 今回につきましては、複数の申し込みがある見込みでございます。 
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（金子会長） 

 それはよかったです。ほかに何かございますでしょうか。ないようでしたら、次第（４）

旧満日小学校の民間活用についてを終わらせていただきたいと思います。 

（５）老人デイサービスセンター小須戸の売却について 

（金子会長） 

 次に、次第（５）老人デイサービスセンター小須戸の売却についてということで、健康

福祉課の明間課長よりご報告お願いいたします。 

（健康福祉課長） 

 新潟市老人デイサービスセンター小須戸の売却について、資料５になります。こちらは、

10 月の自治協議会において、高齢者支援課から売却予定との説明をしていた件でございま

す。今月２月 12 日にプロポーザル方式の審査会を行いまして、売却が決定しましたので報

告いたします。 

この度は４月以降もデイサービス事業を継続できる事業所ということで募集を行ったと

ころです。３、審査結果にございますが、１法人からの申し込みがありまして、その法人

に売却が決定いたしました。社会福祉法人中蒲原福祉会となります。秋葉区内においては、

こちらの小須戸で蒼丘の里、フルールこすどを運営している法人でございます。売却額は

4,988 万 2,000 円ということで、こちらが示した売却予定価格と同額となりました。 

４、利用者・地域への周知・調整でございますが、事前に説明会を開催しまして、利用

者の方々、地域の方に説明を行いました。その後、売却決定後につきましては文書により

お知らせをしたところでございます。併せて、介護保険サービス調整を担う地域包括支援

センター、在宅介護支援センターのケアマネジャー等に説明会を行いまして、利用者家族

と相談をして、この４月以降のスムーズなサービス利用調整を担っていただくようお願い

したところでございます。 

 ページ右側につきましては参考として記載しております。スケジュールにありますとお

り、２月中旬に売却契約とありますが、この 20 日に売却の契約を締結いたしまして、４月

１日には所有権の移転および物件引き渡しの予定でございます。これによって、４月以降

は中蒲原福祉会によりデイサービス事業を実施していただくということになります。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。こちらは無事売却ということで、いい相手が見つかったとい

うことです。いかがでしょうか。ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。よろし

いでしょうか。次第（５）はこれで終了とさせていただきます。 
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（６）国道 403 号小須戸田上バイパスの開通について 

（金子会長） 

 続きまして、次第（６）国道 403 号小須戸田上バイパスの開通について、建設課の落合

課長よりご説明をお願いします。 

（建設課長） 

 国道 403 号小須戸田上バイパスの開通につきまして、建設課よりお知らせでございます。

資料６をご覧になってください。新潟県と新潟市が連携して整備を進めております国道403

号小須戸田上バイパスの、秋葉区鎌倉から田上町田上までの 2.1 キロメートル区間におき

まして工事が完了して供用開始となります。この区間、今、皆さまには迂回してもらって

いるような形になるかと思いますけれども、これがつながりますと加茂まで一気に行ける

ようになりまして、新潟市と県央地域までの間のアクセスが向上します。供用開始は３月

22 日の日曜日の午後３時からとなります。これに先立ちまして、事業に協力していただい

た方へ感謝の意を込めまして開通を祝う記念式典とパレードの開催を予定しておりまして、

現在準備を進めております。資料に記載のとおり、開催場所につきましては式典を田上町

役場に隣接しております田上町交流会館で行って、その後バスで移動してもらって、現地

会場の共用する区間で開通パレードを行う予定としております。 

 開催にあたりまして、田上町と合同で 10 月より事務局を作って準備をしてまいりました。

山の手コミュニティ協議会の会長から会長に、田上町の区長会の方に副会長になってもら

って実行委員会形式でやっております。開催まであと３週間ちょっとですけれども、先ほ

ども冒頭にコロナウイルス対策の対応ということで説明がありましたけれども、このイベ

ントの内容につきましては、来週を目途に検討して判断していくこととしております。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。ただいまの件につきましてご質問やご意見等はございません

でしょうか。よろしいですか。 

（伊藤（直）委員） 

 公募の伊藤です。全然関係ないこともないけれども、加茂まで開通ですけれども、加茂

からその先も工事しているような。どこまでいくのでしょうか。最終的にどこにつながる

のですか。教えていただければありがたいです。 

（建設課長） 

 今、加茂市役所の曲がるところを過ぎた辺りまで行けるようになっているかと思います。

そこから、三条の塚野目というところまで計画があります。三条市の中です。そこも新潟

県の三条地域整備部で施工をしているのですけれども、県で盛土とか設計をしている段階

ということで聞いております。まだ、いつできるか完成の目途ははっきり聞いておりませ
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ん。 

（伊藤（直）委員） 

 ありがとうございます。三条になりますと、燕三条、燕インターですか、あそこから下

りてまっすぐ行くと国道８号にぶち当たるかと思いますが、そのまままっすぐ行くと橋を

渡りますけれども、そこの先の延長のところにつながるということなのでしょうか。そこ

までいかないでしょうか。 

（建設課長） 

 今、私が図面を見ているところによりますと、そこまではまだ計画がはっきりしていな

いようです。信濃川の橋、景雲橋というのがありますが、県道塚野目代官島線という辺り

まで今、計画して工事を行っています。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。ほかにいないようでしたら、次第

（６）を終わらせていただきます。 

（７）大型獣捕獲の担い手確保の推進について 

（金子会長） 

 続きまして、次第（７）大型獣捕獲の担い手確保の推進について、こちらは地域総務課

の小野課長よりご報告をお願いします。 

（地域総務課長） 

 資料（７）大型獣捕獲の担い手確保の推進についてをご覧ください。なお、この資料は

新潟県の作成した資料となりますので、ご承知おきください。 

まず、１、現状です。近年、県内でイノシシ、ツキノワグマ等の大型獣の被害が増加し

ているということです。右上四角囲みにありますように被害額も非常に大きくなってきて

います。 

 一方、これらの大型獣の捕獲の担い手となる猟友会の方々は高齢化しており、このまま

では担い手が大幅減少、不足することが明らかとなっております。 

４、ライフル射撃場整備についてですが、このような状況から昨年 12 月に新潟県、県内

の全市町村、新潟猟友会を構成員とした広域被害防止協議会というものが設立されました。

この協議会では今後、大型獣捕獲の担い手育成を図る施設、いわゆるライフル銃の射撃場

になりますが、これを矢代田地内にある新津クレー射撃場の隣接地に県内で初めて整備し

たいと考えているとのことです。オープンは最短で令和４年となる見込みでございます。

２月 14 日の新聞報道にもございましたが、新潟県が中心となって地元説明会を開催する予

定となっております。 
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 裏面をご覧ください。説明会は３月４日水曜日 19 時から小須戸地区ふれあい会館におい

て開催いたします。本日はこのような計画があり、また地元説明会があることをお知らせ

ということでのご報告です。また、詳細が決まり次第ご報告させていただきたいと思いま

す。なお、事業実施主体は県猟友会となりますが、市の担当課は環境政策課となります。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。ただいまの件につきまして、ご意見、ご質問等ございました

らお願いします。特にございませんか。ないようでしたら、以上をもちまして次第（７）

を終了させていただきます。 

（８）秋葉区自治協議会委員研修会の開催について（報告） 

（金子会長） 

 では、次第（８）秋葉区自治協議会委員研修会の開催についてということで、こちらは

私からご報告をさせていただきたいと思います。企画と当日の進行を担当させていただき

ました。資料８です。２月 14 日の午後に秋葉区役所で開催しまして、先日、皆さまにご報

告をさせていただきましたとおり、来年度実施予定の秋葉区幸福度調査の目的と概要を共

有するということです。そこに向かって、ワークショップ形式で、どんなことを実際に調

べたいか。せっかくやるのだったらこういうことを聞きたいということでありますとか、

あと、実際に上がってきた成果をどんなふうに活用できるのかといったことで、これはも

う本当に非常にたくさんのご意見を頂戴し、それが今データとして今のところまだ模造紙

に貼り付けられて保管されているという状況かと思います。これは今、事務局にお願いし

ましてデータ化しまして、そのうえである程度集約したうえで皆さまにまたフィードバッ

クをするということ。あと、来年度４月以降、この事業が始まりましたら、それも貴重な

資料に落とすということで、教育の中に取り入れていきたいと考えているところです。 

 研修の様子なんかも写真でご紹介いただいていますけれども、いつもどおり非常に活発

で和気あいあいとした研修会でした。当日ご参加いただきました 21 人の皆さまには改めて

お礼を申し上げたいと思います。何か文書が、当日特に来られなかった方、何かこういう

ことを言いたかったとかありましたらいただいてもけっこうですし、何かありましたらど

うぞお願いいたします。よろしいでしょうか。では、次第（８）も終了とさせていただき

ます。 

（９）その他 

 ア 各部会活動報告 

（金子会長） 



 - 24 -

 次に、次第（９）その他に入ります。最初に各部会の活動報告ということで、またいつ

ものとおりですが、第１部会から第２部会、第３部会、広報部会の順番で報告をお願いし

ます。 

（小林委員） 

 第１部会の小林でございます。四つの事業の内、東部コミュニティ協議会の「新津川お

かえり灯りプロジェクト」は終わっています。それから、小口遊林倶楽部が行っている秋

葉山分岐点案内地図設置作業事業は、これは制作は終わったのですが設置がこれからとい

うことでございます。そして、土づくりよる生ごみ減量プロジェクトが３回ありまして、

次の３月の回が今回の新型コロナウイルスの関係で中止になったということで、これも終

わりました。現在、真っ只中でありますのが、小須戸コミュニティ協議会が提案しました

在郷町小須戸地域の宝探しとひな・町屋めぐりということで、これは今、２月１日から３

月８日までということで行っております。小須戸地区では、基本的にカウントしているの

が土日のようですが、大体先ほどの佐藤会長の言われたように 1,000 人くらい出ています。

そして、新津では商店街を回っている人たちが 1,500 人を超えました。コミュニティ協議

会の私どものところは協賛という形で入っているのですけれども、こちらでは 2,000 を超

えています。 

 あと１週間くらいですが、ぜひ肌で感じて市民の盛り上がりを応援していただけるとあ

りがたいということで、一言お願いしたいと思います。 

（金子会長） 

 ぜひ、皆さまもお忘れなきよう来てくれて、大変盛況ということで素晴らしいと思って

おります。 

 では、第２部会にいきます。佐藤委員、よろしいでしょうか。 

（佐藤委員） 

 では、第２部会の説明をさせていただきます。基本的に 12 月からは具体的な活動はござ

いません。ただ、今日示しました改定プラン、これについてはよく読んでいただきたいと

思います。特に 21 ページ、具体的なある程度の日程まで載っておりますので、そこら辺の

ところ、また第２部会で協力できることがあればしたいと考えております。 

 もう一つ、福祉関係と地域との連携関係であります。これについては、先回少しお話し

ましたが、社会福祉協議会でいわゆる福祉施設のネットワークを構築している最中だとい

うことであります。その中でいろいろな意見が出てきているので、それらについてある程

度まとまった段階で、だいぶ前としてどんなことができるのかについてさらに検討をして

いきたいと考えています。 

（金子会長） 
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 ありがとうございました。では、第３部会の島倉部会長よろしくお願いします。 

（倉島委員） 

 第３部会の島倉です。後期のあきは子ども大学は短い期間ではありましたが、区内の小

学校１年生から６年生まで 76人もの今までになく多数の参加がありまして、抽選の結果 25

人が受講決定しました。 

 ２月 22 日、第１回目の子ども大学が小須戸のまち巡りと豆の内山藤三郎商店の工場見学

をさせていただき、大変小須戸の皆さまにはお世話になりありがとうございました。子ど

もたちは４グループを作って、まずオリエンテーションではたくさん握手ということで、

自治協議会の役員の皆さんとたくさん握手をしたりしてものすごくいい関係ができました。

まち巡りでは町屋の薩摩屋の方からすごくよくご説明してくださって、みんな興味津々で、

間口が狭くて奥行きがある町屋とか屋根の作りとか格子戸とかいろいろ特徴を学んできま

した。そして、内山藤三郎商店の工場見学では、衛生管理上頭にキャップをつけて靴にも

カバーをつけて、服もコロコロしてごみを取って工場内を見学して、カップに入ってくる

お菓子の袋を見て、もうみんな目をキラキラさせていました。そして、最後に大変おいし

い豆菓子をいただいて喜んで帰ってきました。それと、おか免菓子もお店でいただきまし

て、とても香りのいいおいしいお菓子でした。子どもたちも喜んでいただきました。 

 ３月７日と３月 21 日に工芸体験というかガラスの一輪挿しを作ったりする計画があった

のですけれども、区長から最初にご説明があったように、この度のコロナウイルスの関係

で、中止せざるを得ないということになって、すごくショックを受けています。子どもた

ちも本当に３回頑張って体調に気をつけて参加しましょうということで別れたのですけれ

ども、きっと今回の中止の結果を予想されるのでしょうか、いただいてショックを受けて

いると思います。それで、第３部会で今後、今年度は無理かもしれないけれども、その子

たちの気持ちを、せっかくのもう１回つなげていけたらと思っていますが、それをまた皆

さんで検討していきたいと考えています。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。本当に、最後の最後に残念でしたけれども、また次の年にも活

かしていただきたいと思います。 

 では、最後に広報部会、田中副会長お願いします。 

（田中委員） 

 広報部会の田中です。２月 12 日に広報部会を開催いたしまして、かわら版 24 号を３月

15 日に発行するということに決まりました。その辺の内容は今、各部会長から報告があっ

たように秋葉区の魅力をいろいろ各部会長が、担当者の皆さんといってもその辺を原稿に

書いていただきまして発信してまいります。原稿を書いていただいた皆さまには本当にあ
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りがとうございます。秋葉区のひな巡り、これは第１面を飾っておりまして、きれいな紙

面に仕上がっております。その辺をぜひとも委員の皆さんは近くにお友達、町内会に宣伝

をしていただいて、かわら版をどんどん読んで、また反響が届いてくるようなそういうか

わら版に仕上がっておりますので、ぜひともどうぞよろしくお願いします。 

 それから、ＦＭにいつのあきはくはつものがたりですけれども、これは３月 11 日（水）

12時 20分から放送ということで、いよいよこの年度の締めということで１年を振り返りま

して、金子会長と阿部副会長から出演をいただきまして、お話がいろいろあるかと思いま

すのでご期待ください。なお、ＦＭにいつも秋葉区の情報が本当にいろいろ盛りだくさん

入っております。どうぞ、委員の皆さんも車に乗ったときは、ぜひともＦＭのチャンネル

76.1 メガヘルツに合わせていただきまして聞いてみてください。すごく秋葉区のいろいろ

なものが聞けるはずです。それらを基にして、また協議会の中で数々の魅力を発見しなが

ら、また協議をしていただければ大変広報部としても嬉しいし、どうぞＦＭにいつ、かわ

ら版もよろしくお願いしたいと思います。 

（金子会長） 

 ありがとうございました。今、ＦＭにいつはインターネット経由で世界中のどこからで

も無料で聞くことができるようになっているということです。ホームページから聞くこと

ができます。次回は私たちです。お恥ずかしいところではありますが、試しにインターネ

ットを聞いてみていただければと思います。お願いします。ストリーミングですよね。ラ

イブ中継はいつでも見れます。 

 では、各部会からのご報告をまとめまして、ご意見やご質問等がございましたらお願い

いたします。よろしいでしょうか。特にないようでしたら、これで終了とさせていただき

ます。 

 イ 地域活動推進フォーラムの開催について 

（金子会長） 

 では、続きまして、お配りいただいている資料について、簡単にご報告をいただきたい

と思います。まずは、地域活動推進フォーラムの開催について、地域総務課の小野委員課

長よりお願いいたします。 

（地域総務課長） 

 地域活動推進フォーラム、皆さんのお手元にチラシがいきました。これにつきましては

持続可能なコミュニティ協議会運営ということで事例発表会、小合コミュニティ協議会に

も発表していただく予定でしたが、資料を皆さんに配付したあとに冒頭でご説明いたしま

したとおり、これにつきましても健康面、安全面を第一に考慮し開催を延期することとな
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りました。延期後の開催日程は未定ですが、また決まりましたら改めてご案内をさせてい

ただきたいと思います。 

 ウ アキハスム SNS フォトコンテスト入賞作品について 

（地域総務課長） 

 続きまして、アキハスムＳＮＳフォトコンテスト入賞作品についてです。アキハスムＳ

ＮＳフォトコンテストでは多くの方から秋葉区の魅力を広く発信していただき、秋葉区お

よびアキハスムプロジェクトの知名度を向上させていただくことを目的にアキハスムプロ

ジェクトでＰＲしている区の六つの魅力にまつわる写真を募集いたしました。７名の審査

員による厳選なる審査の結果、500点を超える応募作品の中から入賞作品を決定いたしまし

たことを報告いたします。 

入賞作品は、３月 15 日発行の秋葉区役所だよりの表紙に掲載させていただくほか、大型

バナーをＪＲ新津駅東西自由通路に３月中旬ころから掲載する予定となっております。ま

た、惜しくも入賞を逃してしまった作品につきましてもスライドショー形式でホームペー

ジ、ＳＮＳ上で紹介を予定しております。皆さまもご覧になっていただきたいと思います。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。ただいま２点ご報告をいただきました。何かご質問はございま

すでしょうか。フォトコンテストは私も審査員として皆さまを代表して出席をさせていた

だきましたけれども、すごい数でしたね。あれは全部でいくつあるのでしたか。 

（地域総務課長） 

 525 枚です。 

（金子会長） 

 525枚ですね。ということで、非常に選ぶのが大変だったのです。それほどいい写真がた

くさんあった中での三つということですので、ぜひ皆さんご紹介いただければと思ってお

ります。何か、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、次に令和２年度、来年度の自治協議会の会議日程についてということで、小野課

長よりご提案いただけるということで、お願いいたします。 

（地域総務課長） 

 来年度の会議の日程についてご案内いたします。お配りしました資料をご覧ください。

基本の開催ルールとしましては、今年度同様に毎月の最終金曜日の午後１時から、会場 

は区役所６階の 601、602 会議室として変更はございません。ただし、２月につきましては 

本日もそうですが、区役所が確定申告の会場となりますので区役所以外の会場で開催いた 

します。また、臨時的に会議を開催する場合や開催日、会場等を変更する場合があります。
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その際には事前にお知らせいたしますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

来年度の日程は記載のとおりでございます。 

（金子会長） 

 ありがとうございます。今年度同様、原則的として最後の金曜日の午後ということです

けれども、いかがでしょうか。何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。では、

令和２年度はこちらの開催日程でお集まりいただきますよう、お願いいたします。以上で、

準備したものに関してはすべてご説明いただいたことになりますが、ほかに何かございま

したら、どうぞこの機会に挙手をいただきご紹介いただいてもよろしいかと思います。い

かがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 以上をもちまして、本日の令和元年度第 11 回自治協議会を終了したいと思います。ご協

力ありがとうございました。進行を事務局にお返しします。 

５ 閉会 

（阿部副会長） 

 お疲れさまでした。ここにいますと忘れてしまっていますが、家に帰ってテレビをつけ

たらまたきっとコロナで大変なことになっているかと思います。経験したことのない社会

の混乱の中にいて、本当にどうしたらいいのだろうと思うばかりです。 

自分のことで言えば、秋葉のかけはしの子ども食堂も中止と伺っていますが、私のとこ

ろの荻川子ども食堂も中止を決定しました。いろいろなところで影響が出ていますが、嬉

しかったのはＦＭにいつの方から連絡があり、中止のことをアナウンスして差し上げます

ということで、連携がありがたいと思ったところでした。 

決して、明るくはなれないのですけれども冒頭に会長がおっしゃったように戦う相手が

見えないものですから、なおさら不安が増長するのだと思うのですけれども、ここは体力

をつけて免疫力をつけてということでこうしなければいけないと自分で言い聞かせている

ところです。早い収束を待ちたいと思います。お疲れさまでした。 


